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全国知事会規約の一部改正について

全国知事会規約の一部を次のとおり改正する

平成２２年１２月２２日提出

全国知事会

会長 麻生 渡



全国知事会規約の一部改正について（概要）

１．改正の趣旨

、 、本会の事務総長は会長が任免し 全国知事会の承認を得るものとされているが
任期について定めがないことから、新たに任期についての規定を設けることとす
る。

２．改正の内容

、 。 、 。事務総長の任期を２年とし 任命の日から起算する だたし 再任を妨げない

３．施行期日

平成２２年１２月２２日施行とし、適用については、施行後に任命された事務
総長から適用する。



全
国
知
事
会
規
約
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

全
国
知
事
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
の
次
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

事
務
総
長
は
任
期
を
二
年
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
し
、
施
行
後
に
任
命
さ
れ
た
事
務
総
長
か
ら
適
用
す
る
。

（
改
正
事
由
）

全
国
知
事
会
事
務
総
長
任
期
に
つ
い
て
定
め
が
な
い
こ
と
か
ら
、
新
た
に
任
期
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。



全
国
知
事
会
規
約
の
一
部
改
正
案
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
事
務
局
）

（
事
務
局
）

第
三
十
二
条

本
会
に
事
務
局
を
設
け
、
東
京
都
に
置
く
。

第
三
十
二
条

本
会
に
事
務
局
を
設
け
、
東
京
都
に
置
く
。

２

事
務
局
に
事
務
総
長
及
び
職
員
を
置
き
会
長
が
こ
れ
を
任
免
す
る
。

２

事
務
局
に
事
務
総
長
及
び
職
員
を
置
き
会
長
が
こ
れ
を
任
免
す
る
。

た
だ
し
、
事
務
総
長
は
全
国
知
事
会
議
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
事
務
総
長
は
全
国
知
事
会
議
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

３

事
務
総
長
は
任
期
を
二
年
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
た
だ

し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
し
、
施

行
後
に
任
命
さ
れ
た
事
務
総
長
か
ら
適
用
す
る
。


